
認知症本人大使「希望大使」の任命について

認知症の人本人が自らの言葉で語り、認知症になっても希望を持って前を向いて暮らすことができている姿等を積極的に発信

令和６年１月に施行された「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」及び同年１２月に策定された「認知症施策推進基本計画」にて、共生社会の実現を推
進するために「新しい認知症観」などの必要な認知症に関する正しい知識及び認知症の人に関する正しい理解を深めることができるよう、認知症の人に関する国民の
理解の増進等に関する施策を講ずるものとされており、年代・性別のほか地域性も考慮して、以下の７名を「希望大使」として任命
※令和８年１月２０日を以て任期が満了することに伴う再任（７名）。

「希望大使」

名 称

用務内容

令和８年１月２１日（水）
※前回任命日：令和６年1月21日（日）

・ 認知症理解のための普及啓発に関する業務として、
以下の用務を想定

①国が行う認知症の普及啓発活動への参加・協力
②国際的な会合への参加・希望宣言の紹介等
③その他
④なお、具体的な用務については、任命した希望大使と
当課職員と相談のうえ、検討するものとする。

任 期

任命時期

・ 任命日より２年間
（任期途中の退任及び任期満了後の再任は妨げない）


